新型コロナウイルス感染症における療養報告書
令和　　　年　　　月　　　日
千葉県立船橋東高等学校長　様
年　　　組　　　番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　

　下記の通り医師により新型コロナウイルス感染症との診断を受け、療養したところ、
登校可能な状態になりましたことを報告します。
記

１　感染症名　　新型コロナウイルス感染症

２　受診日及び受診した医療機関名
　　受診日　　　年　　　月　　　日
　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　登校可能な根拠
　　「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快後１日を経過するまで」
　　　発症日　　　年　　　月　　　日（発熱した日）
　症状軽快日　　　年　　　月　　　日（解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある日）
※発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

４　出席停止期間　　令和　　年　　月　　日（　　）～　　年　　月　　日（　　）

※受診した医療機関の領収書・診療明細書・調剤明細書等で、医療機関に受診したことを
証明できる書類の写しを一緒に提出してください。

＜参考＞出席停止期間（発熱した日を０日：発症・軽快した当日を含まず翌日から換算）
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